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(57)【要約】
　自動車に水平方向に配置されるバンパービーム（１０
）であって、曲板から製造された細長い主クロス部材（
１１）を含み、ここで、主クロス部材（１１）は、両側
に２つの細長いウェブ部分（１３、１４）がある細長い
底部分（１２）を含み、前記細長い底部分（１２）およ
び細長いウェブ部分（１３、１４）は、車両に配置され
たときに水平方向に、バンパービーム（１０）を２つの
離間された取付ブラケット（１７）またはクラッシュボ
ックスに取り付けるための２つの離間された取付セクシ
ョン（１６）間の少なくとも第１の長さ（Ｌ１）にわた
って延びるように配置され、ウェブ部分（１３、１４）
は、車両に配置されたときに前記車両から遠ざかるよう
に外方に延びるように底部分（１２）の上方および下方
に配置される、バンパービーム。パッチ（１５）は、各
取付セクション（１６）から水平方向に延びる領域を覆
うように細長い底部分（１２）に沿って、２つの離間さ
れた取付セクション（１６）間の第１の長さ（Ｌ１）の
少なくとも一セクションに沿って配置される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車に水平方向に配置されるバンパービーム（１０）であって、
　曲板から製造された細長い主クロス部材（１１）を含み、
　ここで、該主クロス部材（１１）は、両側に２つの細長いウェブ部分（１３、１４）が
ある細長い底部分（１２）を含み、該細長い底部分（１２）および前記細長いウェブ部分
（１３、１４）は、車両に配置されたときに水平方向に、バンパービーム（１０）を車両
の２つの離間された取付セクションに取り付けるための２つの離間された取付セクション
（１６）間の少なくとも第１の長さ（Ｌ１）にわたって延びるように配置され、ウェブ部
分（１３、１４）は、車両に配置されたときに前記車両から遠ざかるように外方に延びる
ように底部分（１２）の上方および下方に配置され、パッチ（１５）は、各取付セクショ
ン（１６）から水平方向に延びる領域を覆うように細長い底部分（１２）に沿って配置さ
れ、パッチ（１５）は、２つの離間された取付セクション（１６）間の第１の長さ（Ｌ１
）全体に沿って延びるように配置され、パッチ（１５）は、取付セクション（１６）全体
に水平方向に延びる、
前記バンパービーム。
【請求項２】
　パッチ（１５）は、底部分（１２）の背面に配置され、車両に配置されたときに前記車
両に対向するように配置される、請求項１に記載のバンパービーム（１０）。
【請求項３】
　パッチ（１５）は、両方の取付セクション（１６）内に、取付ブラケット（１７）また
はクラッシュボックス（２５）への取り付けのための取付手段（１８、１９）を含む、請
求項１または２に記載のバンパービーム（１０）。
【請求項４】
　パッチ（１５）は、鋼板である、請求項１～３のいずれか１項に記載のバンパービーム
（１０）。
【請求項５】
　パッチ（１５）は、繊維強化ポリマーから作られる板である、請求項１～３のいずれか
１項に記載のバンパービーム（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バンパービームに関する。詳細には、本発明は、バンパービームの延性を向
上させ、短手方向にオフセットするバンパー対バンパーの衝突の際の性能を向上させるよ
うに配置される補強材を含むようなバンパービームに関する。
【背景技術】
【０００２】
　バンパービームは、自動車などの車両において、正面衝突の際の力の大部分を吸収する
ために使用される。通常、バンパービームは、車両の前部および後部の両方に配置される
。
【０００３】
　バンパービームの設計および構造には、常に重量と強度との妥協がある。良好な妥協策
を得る有利なやり方は、典型的には帽子型プロファイルである有利な形状に形成される鋼
板からバンパービームを提供することである。
【０００４】
　さらに、バンパービームは、様々なタイプの衝突に耐えるように適用される必要がある
。ＮＣＡＰ試験のような車両の安全試験において、車両は、いくつかの異なる衝突試験を
受ける。特に米国で対象となるそのような試験は、ＦＭＶＳＳ３０１として当技術分野で
知られており、短手方向にオフセットするバンパー対バンパーの衝突である。そのような
衝突は、クラッシュボックス間に高い衝撃力を有することとなり、不都合なことに、バン
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パービームは破断する、またはクラッシュボックスとの取付ポイントから外れることがあ
る。
【０００５】
　したがって、短手方向にオフセットするバンパー対バンパーの衝突の際の性能が向上し
たバンパービームが必要とされている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、衝突の際、特にクラッシュボックスのすぐ内側における水平方向の衝
撃ゾーンでの衝突の際の性能が向上したバンパービームを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、自動車に水平方向に配置されるバンパービームであって、曲板から製造され
た細長い主クロス部材を含み、ここで、主クロス部材は、両側に２つの細長いウェブ部分
がある細長い底部分を含み、前記細長い底部分および細長いウェブ部分は、車両に配置さ
れたときに水平方向に、バンパービームを車両の２つの離間された取付部分に取り付ける
ための２つの離間された取付セクション間の少なくとも第１の長さにわたって延びるよう
に配置され、ウェブ部分は、車両に配置されたときに前記車両から遠ざかるように外方に
延びるように底部分の上方および下方に配置される、バンパービームに関する。パッチは
、各取付セクションから水平方向に延びる領域を覆うように細長い底部分に沿って、２つ
の離間された取付セクション間の第１の長さの少なくとも一セクションに沿って配置され
る。
【０００８】
　本発明による配置の場合、各取付セクションから水平方向に内方に延びる領域における
衝撃ゾーンでの衝突の際の向上した性能が達成される。
【０００９】
　他の実施形態および利点は、詳細な説明および従属請求項から明らかとなろう。
【００１０】
　次に、添付の図面を参照して、本発明に関する例示的な実施形態について述べる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】前側から見た、取付ブラケットが付いたバンパービームの斜視図である。
【図２】内側から見た、取付ブラケットが付いたバンパービームの斜視図である。
【図３】内側から見た、バンパービームの斜視図である。
【図４】図３のバンパービームの詳細図である。
【図５】クラッシュボックス上に配置されたバンパービームの詳細図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１において、取付ブラケットとともにバンパービーム１０が、前面からの斜視図に示
されている。図２において、同じバンパービーム１０が、内側から、すなわち車両に対向
して配置される側からの斜視図に示されている。
【００１３】
　バンパービーム１０は、曲板から作られる細長い主クロス部材１１を含む。主クロス部
材１１は、両側に２つの細長いウェブ部分１３、１４を含む細長い底部分１２を含む。上
側の細長いウェブ部分１３は、細長い底部分１２の上方に配置され、下側の細長い下側ウ
ェブ部分１４は、細長い底部分１２の下方に配置されている。細長い底部分１２および細
長いウェブ部分１３、１４は、車両に配置されたときに少なくとも第１の長さＬ１に水平
方向に延びるように配置される。第１の長さＬ１は、バンパービーム１０を、たとえば取
付ブラケットまたはクラッシュボックスを介して車両の２つの離間された取付部分に取り
付けるための２つの離間された取付セクション１６間の長さに相当する。図１および図２
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では、バンパービーム１０を車（図示せず）の主本体に連結するために、取付ブラケット
１７が配置されている。
【００１４】
　上側および下側の細長いウェブ部分１３、１４は、車両に配置されたときに底部分１２
のそれぞれ上方および下方において前記車両から遠ざかるように外方に延びる。図１にお
いて明らかなように、カバープレート２７は、２つの細長いウェブ部分１３、１４間に形
成される間隙を覆うように、主クロス部材１１の前面に取り付けられることが好ましい。
カバープレートは、さらに、衝突の際のバンパービームのより優れた性能に寄与する。
【００１５】
　本発明によれば、パッチ１５は、細長い底部分１２の少なくとも一部に沿って配置され
る。有利には、パッチ１５は、各取付セクション１６から、２つの離間された取付セクシ
ョン１６間の第１の長さＬ１の少なくとも一部に沿って水平方向に延びる領域を覆うよう
に配置される。取付セクション１６の近くにパッチ１５があることで、この重要域におけ
るバンパービームの延性が向上し、取付セクション１６のそれぞれ（ｏｎｅ）のすぐ内側
の衝撃ゾーンでの衝突の際におけるバンパービームの破壊の危険が激減する。
【００１６】
　図面から明らかなように、底部分１２は、取付セクション１６間の細長い部分における
よりも取付セクション１６のところおよびその周りでより幅広になっている。さらに、図
示の実施形態では、パッチ１５の幅は、取付セクション１６のところおよびその周りでよ
り幅広となるように、クロス部材の細長い底部分１２の幅に対して適用される。
【００１７】
　パッチ１５は、底部分１２の背面に配置され、車両に配置されたときに前記車両に対向
するように配置されることが好ましい。しかし、パッチ１５は、底部分１２の前面に設け
ることもできる。図示の実施形態では、パッチ１５は、底部分１２の背面に配置され、車
両に配置されたときに前記車両に対向するように配置される。図示の実施形態では、パッ
チ１５は、２つの離間された取付セクション１６間の第１の長さＬ１の全長に沿って延び
る。これは、非破壊的な延性補強をもたらすので有利である。さらに、パッチ１５は、取
付セクション１６の少なくとも一部分の上に沿って延びることが好ましい。これは、パッ
チとクロス部材との間の取付を補足するので有利である。水平方向に、パッチ１５は、取
付セクション１６全体に延びることもできる。
【００１８】
　パッチ１５は、細長い底部分１２の上に水平方向に配置し、さらにまた少なくとも１つ
のウェブ部分１３、１４の少なくとも一部の上に垂直方向に延びるように配置することも
できる。非常に強い構造にするために、パッチ１５は、底部分１２からウェブ部分１３、
１４への移行部だけでなく前記ウェブ部分１３、１４の一部内へと延びるように配置する
こともできる。さらに、図示されない実施形態では、それらは、一方のウェブ部分または
両方のウェブ部分の、取付セクション１６の近くの領域のところだけに垂直方向に延びる
。
【００１９】
　図示の実施形態では、パッチ１５は、取付セクション１６のうちの１つと一致する、牽
引フックの取り付けのための円形開口部１８を含む。図２および図４に示される実施形態
では、前記円形開口部１８内には、牽引フック管２０が溶接される。取付ブラケット１７
は、牽引フック管２０が通れるように対応する開口部を含む。さらに、パッチ１５は、製
造中にそのパッチを案内し位置決め（ｐｏｓｏｔｉｏｎｉｎｇ）する案内孔１９を含む。
【００２０】
　図４から明らかなように、取付ブラケット１７は、バンパービームへのたとえば溶接ま
たははんだ付けによる取付ブラケット１７の取り付けを可能にするように配置される２つ
の開口部２１、２２を含む。点溶接部（ｐｏｉｎｔ　ｗｅｌｄｓ）またはレーザ溶接部な
どの溶接部は、開口部２１、２２の輪郭の周りに設けられる。溶接部は、開口部２１、２
２の一部の周り、またはその輪郭全体の周りに設けることができる。さらに、溶接部は、
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取付ブラケット１７の側部２３、２４に沿って設けることができる。具体的には、溶接部
は、取付ブラケット１７の外側部２３に沿って設けることが好ましい。取付ブラケット１
７の内側部２４に沿って溶接部を設けないことが有利となり得る。というのも、そこは、
溶接部からの熱影響ゾーンまたは同様のものがバンパービームの性能に悪影響を及ぼす恐
れがある、デリケートなゾーンであるからである。
【００２１】
　図５には、本発明のバンパービーム１０を車両に取り付ける代替方式が示されており、
ここでは、バンパービームは、クラッシュボックス２５に取り付けられ、クラッシュボッ
クス２５が車両の本体に連結される。バンパービーム１０は、クラッシュボックス２５の
外側部とパッチ１５との間の外側溶接部２３によって、各クラッシュボックス２５に溶接
される。さらに、上側および／または下側の溶接部２６は、クラッシュボックス２５の上
側または下側の部分と、上側および下側の細長いウェブ部分１３、１４との間にそれぞれ
設けられる。したがって、有利には、そのような溶接部２６は、上側の細長いウェブ部分
１３に沿ってクラッシュボックスの両側に、および／または下側の細長いウェブ部分１４
（図示せず）の両側に配置することができる。クラッシュボックス２５は、バンパービー
ムの挿入を可能にする両側の凹部とともに、バンパービームの形状を囲むように設計され
ることが好ましい。
【００２２】
　パッチは、溶接によってバンパービームに取り付けられることが好ましい鋼板であるこ
とが好ましい。パッチを取り付けてバンパービームを製造する有利な方法では、パッチが
平板素材に溶接され、次にパッチと一緒にプレス硬化（ｐｒｅｓｓ　ｈａｒｄｅｎ）され
る。溶接されたパッチと一緒にバンパーを硬化することは、そうした手順は溶接部をパッ
チと主クロス部材の両方と一緒に硬化させることができ、それによって任意の熱影響ゾー
ン（ＨＡＺ）の悪影響が相殺されるので、有利である。さらに、パッチを主クロス部材と
一緒にプレス硬化することは、主クロス部材の輪郭に対するパッチの滑らかな追従を可能
にするので、有利である。パッチは、主クロス部材よりも大きな厚さの鋼板から作ること
が有利である。大きな厚さは、この構造により高い強度をもたらすだけでなく、バンパー
ビームを取付ブラケット１７またはクラッシュボックス２５に溶接する溶接部に対してよ
り良い支持を与えるので、有利である。
【００２３】
　パッチは、さらに、たとえばＣＦＲＰである繊維強化ポリマーから作ることができ、そ
の場合、主クロス部材のプレス硬化後に、接着剤によってバンパービームに取り付けられ
る。繊維強化ポリマーのパッチを使用する場合、取付ブラケット１７またはクラッシュボ
ックス２５は、主クロス部材に直接締結される必要がある。繊維強化ポリマーのパッチに
は、前記ブラケットまたはクラッシュボックスを主クロス部材に溶接できるようにする孔
を設けることができる。
【００２４】
　以上、特定の実施形態を参照して本発明を述べてきた。しかし、本発明はこれらの実施
形態に限定されない。当業者には、他の実施形態が以下にある特許請求の範囲内で可能で
あることが明らかであろう。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【国際調査報告】
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